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～自分で考え自分で判断し、進んで行動する子供の育成を目指して～

校長 飯野 芳伸
学校が再開して１か月が経過しました。これまで本校では、新型
コロナウイルス感染予防対策「安全・安心宣言」（西小スタンダー
ド）のもと、①「三密」の回避、②ウイルス拡散の阻止、③児童の感
染予防意識の向上、④教職員の体調確認、⑤いじめ・差別の防
止、⑥児童の心のケアに努めてきました。
６つの対策はどれも大切なことですが、本校では特に、「③児童

の感染予防意識の向上」に力を入れて指導しています。今後、新
たな生活様式の中での教育活動が長期化していくことが見込ま
れています。そうした中、感染予防を継続していくには、周囲の大
人が子供たちを見守り、環境衛生を整備するだけでは、限界があ
ります。予測が困難なこれからの社会の中で、安全・安心な生活
を送るためには、自分で考え自分で判断し、進んで行動できる子 【交通安全教室での歩行指導の様子】

供を育てていくことが重要になります。
そこで、新型コロナウイルスについて正しく知り、正しく行動するための指導を行っています。「マス

クをつけるのはなぜか。」「顔に手を触れてはいけないのはなぜか。」「丁寧な手洗いが必要なのはど
うしてか。」等、基本的なことですが、その理由を知ることにより、より意識して予防対策に取り組める
ようになるものと考えます。
また、本校では、高学年が「新型コロナウイルスに負けない西小学校にする」というミッションの実

現に向け、プロジェクトを組み、委員会活動の一環として、自分たちにできることを検討し、活動の計
画を立てています。

本プロジェクトを通して、子供たちは、感染予防策や新しい生活様式の必要性を正しく知るととも
に、身近な課題として、仲間と知恵を出し合いながら主体的に活動し、生きてはたらく力を身につける
ことができるものと考えます。そして、感染予防は、自分だけなく、大切な人を守り、社会を守ることに
もつながっていくことに気づかせていければと思います。児童の主体性を尊重しながら、各委員会担
当の職員が指導、助言を行い、取組が充実するようチーム西小として尽力してまいります。

2日(木)ＰＴＡ会費確認作業19:00 27日(月)4～6年6時間授業
（保健財務部） 29日(水)特別日課４時間 13:45下校

6日(月)委員会活動 30日(木)特別日課４時間 13:45下校
7日(火)尿検査二次 31日(金)特別日課４時間 13:45下校
10日(金)登校指導 《８月》
13日(月)4～6年6時間授業 3日(月)短縮４時間、12:30下校
14日(火)尿検査二次（予備日） 4日(火)短縮４時間、12:30下校
15日(水)５年ネットモラル教室 5日(水)短縮４時間、12:30下校
20日(月)伝統文化に親しむ日（授業日） １学期終業日

4～6年6時間授業 ※ 通常給食は7月31日で終了ですが、
8月3～5日は分散登校時と同様にパンと牛
乳を提供し、食べてから下校します。

①「コロナに負けるな！西小ねがいごと大作戦」実施について
1学期は全校児童の集まる縦割り班活動を行えていない状況ですが、児童会と高学年プロ

ジェクトからの提案で、「コロナに負けるな！西小ねがいごと大作戦」を実施します。
【ねらい】
○高学年のリーダーシップと下級生ののフォロワーシップを養い、望ましい
人間関係・集団づくりに役立てる。

○少人数縦割り班活動で、新しい生活様式を児童同士で意識し教え会う
機会とする。（ソーシャルディスタンスを保つ。対面でなく横並びで支援する。
活動後、手洗いをする等）
○多くの学校行事が中止となる中で、児童の願いを生かす活動を可能な形
で実現し、学校生活への活力を喚起する。

【活動内容】
・6月30日(火)～7月3日(金)：業間休みに、縦割り班ごとに短冊や飾りを作成する。
・7月6日(月)～7月10日(金)：業間休みに、縦割り班ごとに作品を竹に飾り付ける。

【その他】
・竹は、1学期間、学年昇降口、職員玄関、体育館玄関に飾っておき、児童がお互いに
鑑賞できるようにしておく。
・事情により参加できない児童については、担任へご連絡をお願いいたします。

②感染症予防と熱中症対策について
県内で再び新型コロナウイルス感染者が増えている状況です。これまでの

対策（マスク着用、密を避ける、手洗いの励行）を引き続きお願いいたします。
なお、保護者や地域の皆様におかれましても、来校の際には、対策へのご協力
をお願いいたします。
また、学校では、運動や下校時にはソーシャルディスタンスを保てばマスクを

外し、熱中症予防にも留意するよう指導しております。下郷学童など遠距離の
下校となる児童については、ネッククーラー着用は構いません。安全・衛生面から、
①間違えて引っ張った際に外れやすいマジックテープタイプのものとすること、
②学年解散後水道で用意し、下校時のみの使用とすること、をお願いいたします。
持参を希望する場合は担任へお知らせください。

③秩父市からのお知らせ
秩父市では新型コロナウイルス感染症による支援の一環として、今年度に限り現在実施してい

る「秩父市子育て支援学校給食補助金」事業を変更し、保護者の経済的負担の軽減を図ります。
○給 食 費 （年額）54,000円 → 54,000円（変更なし）
○補 助 金 （年額）19,000円 → 43,500円に増額（24,500円増）
○保護者負担金（年額）35,000円 → 10,500円に減額（24,500円減）
○給食費の引き落とし…7月以降は給食費の引き落としはありません。

※ 補助金拡充の実施にあたり、既に必要な書類（委任状）が提出されているため、追加手続き
の必要はありません。

※ ご不明な点は、秩父市教育委員会保健給食課（22-2443）までお問い合わせください。


